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事務局 国土交通省 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

今後、より厳しい財政状況、人材不足の下で持続可能な下水道事業を実現していくためには、コンセッションをは
じめとするPPP/PFI手法の活用が有効

PFI法等の改正や事例・ノウハウの蓄積を踏まえ、下水道コンセッションガイドライン（H26.3月策定、H31.3月改
定）の改正を行うため、検討会を設置。パブリックコメント等を経て、R4.3月に改正

R4. 2月

パブリックコメント実施（意見数70件）

※議事概要、資料は下水道部ホームページを参照してください。
下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン（案）改正検討会
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000575.html R4.3月

ガイドライン改正

※敬称略、50音順
所属・役職は検討会開催当時（R4.3月）のもの

R3.12月 第４回検討会論点

ガイドライン改正案

R4.3月 第５回検討会論点

ガイドライン改正案

R3.10月 第２回検討会

導入手順…マーケットサウンディング、デューディリジェンス等
事業者選定…競争的対話、参加資格要件等
モニタリング…モニタリングの体制、手法等
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下水道コンセッションガイドラインの構成と概要

第１章 総論 ・本ガイドラインの目的、構成、対象、ガイドライン利用上の留意点

2.1 コンセッション方式活用のためのステップ

2.2 事業スキームの検討、運営権者の性質

2.3 コンセッション方式における事業情報整備（管理者によるデュー
ディリジェンス）、マーケットサウンディングの実施

2.4 実施方針に関する条例に定めるべき事項、実施方針に定めるべき事項、民
間事業者からの提案

2.5 特定事業の選定、特定事業の客観的な評価及び公表

2.6 公募にあたり作成する書類等

2.7 民間事業者によるデューディリジェンスの実施、競争的対話、多段階選抜
の活用、選定結果の公表、民間事業者への運営権の設定

2.8 基本協定、運営権実施契約、直接協定

第２章 コンセッション方式の事業実施に関する解説

２．１ コンセッション方式活用のためのステップ

Ⅰ 導入・実施手順

Ⅰ-１ 特定事業の選定
２．２ 事業スキームの検討

２．３ 情報整備及びマーケットサウンディングの実施

２．４ 実施方針に関する事項

２．５ 特定事業の選定、評価及び公表

２．６ 公募にあたり作成する資料等

２．７ 運営権者選定にあたっての審査及び契約

２．８ 基本協定、運営権実施契約及び直接協定

本ガイドラインは、下水道事業におけるコンセッション方式の導入を可能とするための手順や基本的な考え方、下
水道管理者及び運営権者等が取り組むべき事項を整理、解説

関連制度の見直しや下水道分野におけるコンセッション方式の具体事例の進展を踏まえ「下水道事業における公共
施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和3年度）」における議論を経て改正

※下線太字は、後段で解説するテーマ

Ⅱ 導入における検討事項

２．９ 事業スキームの検討

２．１０ 業務範囲

２．１１ 財務等

2.9 事業スキームの検討、運営権者の性質、流域下水道を対象とする事業、雨
水排除施設を対象とする事業、下水道とその他インフラとの連携・広域化、
管路施設を対象とする事業、更新工事

2.10 管理者が有する事業管理の最終責任、運営権者の業務範囲、事業期間

2.11 財源構成、下水道使用料/下水道利用料金及び一般会計繰出金の配分、運
営権者が収受する下水道利用料金、運営権対価、管理者および運営権者の
会計処理について 3



下水道コンセッションガイドラインの構成と概要

第４章 おわりに

2.12 リスク分担の考え方、保険付与によって対応が可能なリスク事象と付保
の要否の考え方、合流式下水道におけるリスク事象への対応方針及びコス
ト負担の考え方

2.13 要求水準書の位置づけ、管理者の意図を明確化する要求水準書の記載方

法、民間事業者のノウハウや創意工夫の発揮を促す記載方法、管路施設に
係る要求水準の考え方

2.14 民間事業者選定方法、選定における有識者の活用、参加に関する条
件、民間事業者審査項目

2.15 モニタリングの基本的な考え方、モニタリング体制、モニタリング
の対象、モニタリング手法、要求水準未達の場合の対応

2.16 災害等不可抗力発生時の対応における管理者と運営権者の役割分担、管
理者が事業継続措置を実施する条件及び実施すべき事項、運営権者の破た
ん等の事由により事業の運営が困難になった場合の対応

2.17 運営権者の帰責事由による契約解除、管理者の帰責事由による契約解除、
不可抗力による契約解除

2.18 情報公開

2.19 事業終了時における更新投資負担金の取扱い、事業終了時における引
継ぎ及び事後検証

3.1 コンセッション方式と付帯事業との関係、義務事業への影響の排除

3.2 施設上部や敷地の貸付による収益施設併設PPP事業、敷地の貸付による太
陽光発電事業、施設上部や敷地の貸付による太陽光・消化ガスの発電事業、
下水熱によるエネルギーサービス事業

3.3 事業実施における課題と解決策

3.4 財産処分

Ⅱ 導入における検討事項（つづき）

２．１２ リスク分担

２．１３ 要求水準書の作成

２．１４ 契約審査基準

２．１５ モニタリング

２．１６ 災害等発生時及び緊急時の対応

２．１７ 契約解除

２．１８ 情報公開

２．１９ 事業の終了

第３章 民間収益施設併設事業及び公的不動産有効

活用事業の推進について

４．１ コンセッション方式と付帯事業との関係について

４．２ PPPによる下水道施設に関する民間収益施設併設
事業及び公的不動産有効活用事例

４．３ 事業実施における課題と解決策

４．４ 財産処分について

第２章 コンセッション方式の事業実施に関する解説

・本ガイドラインが持続可能な下水道運営の一助になることを期待 4



第２章 ２．１ コンセッション方式活用のためのステップ

2.1 コンセッション方式活用のためのステップ

コンセッション方式の実施にあたっては、管
理者自ら又は民間事業者の「事業の発案」か
ら始まり、管理者において、実施方針等を策
定するための「情報整理」「実施方針の策定、
公表」「特定事業の評価、選定、公表」「民
間事業者の募集、評価、選定」「運営権の設
定」「実施契約の締結」の手続が必要となる。

民間事業者の参画促進やデューデリジェンス
の円滑化の観点から、事業の情報整備やマー
ケットサウンディングの実施が特に重要。

コンセッション方式の活用を検討する最初の
段階である検討準備フェーズにおいてマー
ケットサウンディングや公共側デューデリ
ジェンスを実施し、スキームの検討を行う。

コンセッション事業を実施する民間事業者の
公募に向けた段階である公募準備フェーズで
は、詳細な事業スキームのほか、公募に必要
な各種資料を作成する。

公募・事業準備フェーズでは、募集要項に
沿った公募手続を実施するほか、民間事業者
からの提案を受けて事業者の選定審査を行い、
優先交渉権者を選定して基本協定及び実施契
約を締結する。

実施契約締結後、事業遂行フェーズでは、引
継ぎや実際の運営事業を始める。

検討や手続等に要する期間についてはあくま
で目安であり、施設規模や事業スキームなど
により異なることに留意する必要がある。
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第２章 ２．３ 情報整備及びマーケットサウンディングの実施

2.3.1 情報整備（管理者によるデューデリジェンス）

管理者は、必要に応じてデューデリジェンス（DD）
を実施して事業情報を整備し開示するべきである。

公共側DDの目的は、コンセッションを実施した場合
におけるVFMの算出や事業スキームの検討に必要な情
報の整理・分析や、民間事業者が投資意思決定の判
断にあたって根拠とする下水道施設や機器等の健全
度等の資産に関する情報等の整備にある。

公共側DDのアプローチの種類として、資産関係、財
務関係及び法務関係が想定される。公共側DDの結果
は、対象とする下水道事業の現状の財務状態や施設
状態を客観的に示す資料（インフォメーションパッ
ケージ）として、まとめる必要がある。

2.3.2 マーケットサウンディングの実施

マーケットサウンディングの目的は、民間事業者の事業者選定
プロセス参加への関心度合や参入意欲、参入条件等の意向等の
確認することにある。

加えて、事業スキーム等の事業の具体的な制度設計、募集にあ
たって更に必要となる検討事項や開示情報等について検討・把
握することも目的となる。

マーケットサウンディングを実施する上での主なポイントは、
民間事業者による事業者選定プロセス参加に係る検討に必要な
情報を準備すること、当該検討の熟度に応じた適切な回数とす
ること、公表されたドキュメントを活用すること、民間事業者
の負担軽減に努めることにある。実施にあたっては、「サウン
ディング手引き（国土交通省）」も参考となる。 6



第２章 ２．１３．４ 管路施設に係る要求水準の考え方

2.13.4 管路施設に係る要求水準の考え方

管路施設に係る要求水準を設定する上では、現在の管路施設の管理状況を十分に把握し、運営権者が事業を承継した後も同程度の
水準を維持することを最低限の義務として求めることが考えられる。

管路施設の要求水準としては、定量的に達成状況を
モニタリングすることを可能とするために、何らか
の業務指標を設定することが望ましい。

例えば、道路陥没個所数や苦情受付から現場までの
到着時間等が考えられる。

留意点としては、可能な限り、運営権設定対象とな
る施設及び業務内容に連動する業務指標が望ましい
ことである。
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第２章 ２．１４ 契約審査基準

2.14.2 選定における有識者の活用

民間事業者の選定に関しては、「運営権ガイドライン（内
閣府）」で評価の客観性担保のために、技術や財務、法務
等の有識者等から構成される有識者等委員会などの設置に
ついて記載されている。下水道分野においても多様な観点
からの評価と、評価の客観性確保の観点から、有識者委員
会の設置が望ましい。。

委員会の設置は、地方自治法第138条の４第３項に基づく
附属機関が考えられるが、先行事例においては、要綱等を
設置根拠とした私的諮問機関としている例もある。外部・
内部委員の有無や権限など、各自治体で定める規定に従い
設置根拠を選択されたい。

下水道における先行事例では、様々な角度から適正な選定
を行うために下水道技術、PFIや下水道経営に関する学識
者、会計士、弁護士、自治体関係者などが選ばれている。
 

 
項目 浜松市 須崎市 宮城県 

委員数 7 名 6 名 9 名 

設置根拠 要綱 要綱 条例 

委員の専門性 委員長：学識者（下水道技術） 

副委員長：下水道事業管理者 

委員：学識者（環境工学系技

術） 

委員：日本下水道事業団 

委員：学識者（会計系） 

委員：市財務部長 

委員：市環境部長 

委員長：学識者（環境工学系

技術） 

副委員長：福岡市下水道経営

企画課長 

委員：高知県公園下水道課長 

委員：市副市長 

委員：市環境保全課長 

委員：市建設課長 

委員長：学識者（経済学） 

副委員長：学識者（土木系技術） 

委員：公認会計士 

委員：弁護士 

委員：学識者（財務系） 

委員：宮城県総務部長 

臨時委員：学識者（下水道） 

臨時委員：学識者（上下水道） 

臨時委員：学識者（水道） 

 

2.14.3 参加に関する条件

民間事業者の公募（入札）への参加に関する条件設定は、
適正な運営権者の選定において重要である。参加に関する
条件設定は、大きく(1)応募者の条件（単独応募企業の条
件）とコンソーシアム組成の条件、(2)実績要件に分けら
れ、それぞれの条件の検討が必要である。

項目 浜松市 須崎市 宮城県 

応募者の

構成 

• 応募企業または複数企業のコンソーシアム 

• コンソーシアムの場合は代表企業・構成員からなり、本議決権株式全ての割り当てを受ける 

資本金ま

たは資本

構成 

• 代表企業の議決権比率が唯一

最大 

• 代表企業の議決権比率が最

大 

• 応募企業又は代表企

業の資本金 50 億円

以上 

構成員の

変更 

• 変更は認めない。ただし、市

が認めた場合はこの限りでな

い。 

• 同時に他の応募者へ参画する

ことは認めない 

• 当初の応募者への参画を取り

やめた後に他の応募者へ参画

することは認めない。 

• 変更は認めない。ただし、市

が認めた場合はこの限りでな

い。 

• 同時に他の応募者へ参画する

ことは認めない 

• 当初の応募者への参画を取り

やめた後に他の応募者へ参画

することは認めない。 

• 参加者の脱落は原則認めな

い。追加は条件により認め

る。 

• 同時に他の応募者へ参画する

ことは認めない 

• 当初の応募者への参画を取り

やめた後に他の応募者へ参画

することは認めない。 

 

参加資格

要件 

• 地方自治法施行令第 167 条

の 4 に該当しない者 

• PFI 法上の欠格事由に該当し

ない者 

• 会社更生法上の更生手続・民

事再生法に基づく再生手続の

開始の申立てがなされていな

い者 

• 地方自治法施行令第 167 条の

4 に該当しない者 

• PFI 法上の欠格事由に該当し

ない者 

• 会社更生法上の更生手続・民

事再生法に基づく再生手続の

開始の申立てがなされていな

い者 

• 地方自治法施行令第 167 条の

4 に該当しない者 

• PFI 法上の欠格事由に該当しな

い者 

• 会社更生法上の更生手続・民

事再生法に基づく再生手続の

開始の申立てがなされていな

い者 

• 債務超過の状態に陥っている

者でないこと 

• 日本法人であること 
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第２章 ２．１５ モニタリング

2.15.1 モニタリングの基本的な考え方

2.15.3 モニタリングの対象

モニタリングは、運営権者が自ら行うモニタリング（セルフ
モニタリング）と管理者が行うモニタリング双方により構成
される。それぞれ、目的に応じたモニタリングとする必要が
ある。

管理者によるモニタリングの目的は、下水道事業の最終責任
を負う者として、運営権者が要求水準等の達成状況を確認す
ることである。

先行事例では、モニタリングに関する実施計画書の作成のス
テップとして、以下の流れで実施することが一般的である。

管理者によるモニタリング対象は、設定した要求水準等によ
り異なる。

管理者による要求水準等が仕様規定である場合は、管理者が
定めた方法（仕様）を確認する行為が管理者によるモニタリ
ングとなる。

モニタリングは、経営、改築及び維持管理等、運営権者が実
施する業務区分に対応して行うことが想定される。

下水道分野では事例がまだないが、サービス受益者（利用
者）の満足度等のデータをモニタリング指標として活用する
ことも考えられる。

管理者によるモニタリングの対象の一例として、以下が考え
られるが、具体的なモニタリング対象は、各事業の要求水準
等に応じて設定する必要がある。

部門 モニタリング対象 

経営 
実施体制、第三者への委託、技術管理、環境対策、財務状況、内部統制、情報

公開、地域貢献、運営権者からの提案事項 

改築 
改築計画、協定、工事計画書、改築設計、改築工事、運営権者からの提案事項 

維持管理 
危機管理、地域貢献、実施体制、維持管理基準、維持管理計画、運転管理、保

全管理、調査、修繕、運営権者からの提案事項 

任意事業 
運営権者からの提案事項 
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第２章 ２．１５ モニタリング

2.15.2 モニタリング体制

モニタリングの最終責任は管理者にある。ただし、調整機関の設置や外部機関によるモニタリングを活用することも考えられる。

要求水準等の達成状況については、運営権者によるセルフモニタリングや管理者によるモニタリングによることを原則とする。ただ
し、技術や経営の観点から、必要に応じて外部機関（第三者）を活用したモニタリングをあわせて行うことが考えられる。

外部機関を活用したモニタリングには、①管理者側の体制を強化するためのモニタリングと②中立的な立場から管理者と運営権者の
双方へのモニタリングがある。

10

① 管理者の体制を強化するための外部機関によるモニタリング

管理者側の体制を強化するためのモニタリングは、管理者組
織に知見や知識を有する職員が不足する場合や専門的知識を
補うことを目的とする。

特に、例えば、中小規模の地方公共団体等の執行体制に課題
のある管理者においては、職員のみで管理者のモニタリング
を行うことは困難である。

② 中立的な立場から行う外部機関によるモニタリング

中立的な立場から管理者及び運営権者双方に対して行うモ
ニタリングは、学識経験者等第三者の公正・中立な立場か
らの意見により、定期的な事業チェックプロセスを入れる
ことが目的となる。

独立した委員会等の組織を設立する場合、委員会等を構成
する学識経験者等の人選や費用については、管理者及び運
営権者双方が担うことでより中立性が確保されると考えら
れる。

なお、管理者又は運営権者が出資する組織等から委員を選
出すること等は、中立性を損なうおそれがあり留意が必要
である。



第２章 ２．１８ 情報公開

2.18.(1) 事業開始前の情報公開

コンセッション方式を活用する場合、PFI法に基づく適正な手
続が求められており、これらを遵守する必要がある。

内容 情報の内容 PFI 法根拠 

実施方針の策定

の見通し・変更 
• 特定事業の名称、期間及び概要 

• 公共施設等の立地 

• 実施方針を策定する時期 

第 15 条第 1～2 項 
施行規則第 2 条 1 項 

実施方針 • 特定事業の選定に関する事項 

• 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

• 民間事業者の責任の明確化等事業の適正か

つ確実な実施の確保に関する事項 

• 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関

する事項 

• 事業の継続が困難となった場合における措

置に関する事項 

• 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び

金融上の支援に関する事項 

• 選定事業者に公共施設等運営権を設定する

旨 

• 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営

等の内容 

• 公共施設等運営権の存続期間 

• 第二十条の規定により費用を徴収する場合

には、その旨（あらかじめ徴収金額を定め

る場合にあっては、費用を徴収する旨及び

その金額） 

• 第二十二条第一項に規定する公共施設等運

営権実施契約に定めようとする事項及びそ

の解釈について疑義が生じた場合における

措置に関する事項 

• 利用料金に関する事項 

第 5 条第 2 項 
第 17 条 

特定事業の選定 • 客観的な評価（当該特定事業の効果及び効

率性に関する評価を含む。） 

第 11 条第 1 項 

客観的な評価(民

間事業者の選定

結果) 

• 客観的な評価（当該特定事業の効果及び効

率性に関する評価を含む。） 

第 11 条第 1 項 

公共施設等運営

権実施契約の締

結 

• 公共施設等運営権実施契約の内容（公共施

設等運営権者の商号又は名称、前項第二号

第 22 条第 2 項 

2.18.(2) 事業開始後の情報公開

下水道は非常に公共性が高いインフラであり、下水道事業に
は、下水道使用者（流域下水道の場合は関連市町村）をはじ
め放流先水域の水利用者、管理者及び運営権者からの業務委
託者等様々な利害関係者が存在する。

利害関係者との望ましい連携・協力関係を構築していくため
に、幅広い利害関係者の関与の可能性を含む下水道事業のガ
バナンスに配慮した情報公開を心がけることが肝要である。

情報公開に関する方法については、管理者及び運営権者の確
実な履行を確保する観点から、予め実施契約や要求水準書、
モニタリング実施計画等に定め、モニタリング等によりその
履行状況を確認することが望ましい。

情報の例 内容 情報公開の内容詳細・手法 

運営事業の実施

状況 事業実施計画 

運営事業の実施計画について、運営権者のウェブサ

イトや管理者側のウェブサイトなどで公開すること

が考えられる。 

事業実施結果 

(モニタリング結

果) 

運営事業の実施状況、要求水準の達成状況などにつ

いて、モニタリング結果等の内容を管理者側のウェ

ブサイトなどで公開することが考えられる。 

使用者向けサー

ビス 

下水道使用者向け

のお知らせ・周知な

ど 

特に下水道使用者や地域の事業者が関係する業務内

容を含む場合は、ウェブサイトなどを活用してわか

りやすい情報開示を行うことが望ましい。 

下水道事業の事

業実施状況 

 

当該下水道事業全

体の経営・業務状況 

従来からの公開状況に応じて、運営事業開始後も下

水道事業全体の経営・業務実施状況について公開す

ることが望ましい。 

その他住民が請

求する情報 

 

― 

先行事例では、自治体の情報公開請求制度に準じた、

情報公開規定の作成と公表を、運営権者に求めるこ

とも考えられる。 
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第２章 ２．１９．２ 事業終了時における引継ぎ及び事後検証

2.19.2 事業終了時における引継ぎ及び事後検証

事業終了の一定期間前には、適切に事後検証等を実施
し、当該事業における効果、課題等を明らかにすると
ともに、次期事業手法について検討する必要がある。
また、事業終了時においては、運営権者から管理者
（又は次期事業者）へ各種引継ぎを行い、次期事業が
円滑に開始されるようにしなければならない。

これら事業終了に向けた準備には一定の期間を要す
ることに留意する必要がある。

事業終了時における引継ぎや事業終了に向けた事後検
証については、「事後評価マニュアル（内閣府）が発
刊されていることから、これを参考として検討を行う
ことも有効である。
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